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要点 

 本修正案は、税務上原価で測定されている公正価値測定の負債性金融商

品の未実現損失は、将来減算一時差異を生じさせ得ることを明確にする。 

 本修正案は、資産の帳簿価額は、可能性の高い将来の課税所得の見積り

を限定しないことも明確にする。修正案は、将来減算一時差異と将来の課

税所得を比較する際に、将来減算一時差異の解消から生じる税務上の損

金算入額は将来の課税所得に含めないことを明記する。 

 本提案に関するコメントは、2014 年 12 月 18 日が期限である。 

本 IFRS in Focus は、国際会計基準審議会（IASB）によって最近公表された公開

草案 ED／2014／3（ED）に示された、IAS 第 12 号「法人所得税」の修正案を要約

している。 

なぜ IAS 第 12 号の修正が提案されたのか？ 

IFRS 解釈指針委員会（IC）は、以下の状況における繰延税金の認識に関する IAS
第 12 号の適用の明確化についての要望書を受領した。 

 企業は、売却可能金融資産に分類され、利得および損失はその他の包括利

益に認識される負債性金融商品を保有している。 

 市場金利の変動により、負債性金融商品の公正価値は原価を下回っている。 

 企業は、金融商品を満期まで保有することにより、契約上のキャッシュ・フロー

の全てを回収すると見込んでいる。 

 企業は、負債性金融商品が減損しているとは考えていない。 

 負債性金融商品の税務基準額は、原価のままである。 

 税法は、損失が実現するまで損金算入を認めない。 

 企業は、将来減算一時差異を利用できるだけの十分な将来加算一時差異と、

それ以外の可能性の高い（probable）将来の課税所得を有していない。 
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IC は、実務の不統一（diversity）に留意し、それらの状況における IAS 第 12 号の適用について、2 つの支配的な見解を

識別した。 

一方の見解は、企業は、資産の帳簿価額を超える金額について資産の回収を仮定することはできず、結果として繰延税

金は生じないと考えるものである。この見解に基づくと、満期日における元本の回収は、課税所得を増額または減額させ

ない。 

他方の見解は、IASB の修正案と整合するものであり、一時差異の算定と、将来の課税所得の見積りは 2 つの異なるス

テップであり、資産の帳簿価額は一時差異の算定にのみ関連すると考えるものである。資産の帳簿価額は、将来の課税

所得の見積りの限度と考えるべきではない。IAS 第 12 号 20 項および 26（d）項は、公正価値で測定される資産の帳簿価

額と、それを上回る税務基準額は、将来減算一時差異を発生させることを示している。 

したがって、本修正案の目的は、提示された状況における、現行の IAS 第 12 号の適用を説明することである。 

提案された IAS 第 12 号の修正は何か？ 

IASB は、保有者が帳簿価額の負債性金融商品を満期まで保有することによる回収を見込んでいるのか、または負債性

金融商品の売却による回収を見込んでいるのかに関わらず、上記の状況から生じた未実現損失は将来減算一時差異を

発生させることを明確化することを提案している。 

見解 

IC は、一時差異に着目する貸借対照表法は、可能性の高い将来の課税所得の見積りにおいて、資産が帳簿価額に

ついてのみ回収されることを仮定することは要求していないと結論付けた。貸借対照表法は、貸借対照表日における

資産または負債の財政状態計算書上の帳簿価額と税務基準額との差額に着目している。それにより、企業が会計処

理する税効果を決定し限定している。しかし、一時差異が解消されるタイミングや、一時差異の解消がもたらす税務上

の帰結に使用される条件については示していない。 

 

IASB は、IAS 第 12 号に、利用可能であるが将来減算一時差異を相殺するには十分でない、様々な要因（将来加算一時

差異の解消、将来の課税所得の発生、およびタックス・プランニングの機会）によって生じる課税所得に対する、将来減算

一時差異の活用を示す設例を追加することを提案している。 

税法が税務上の欠損金の使用を制限していて、企業が税務上の欠損金を特定の種類の所得に対してしか減算できない

場合、企業は、繰延税金資産を同じ種類の他の繰延税金資産との組み合わせで評価することになる。 

本修正案は、企業は、資産がその帳簿価額を超える金額で回収される可能性が高く、減損もしていない場合には、将来

の課税所得を見積もる際に、帳簿価額を超える金額での回収を仮定することができることも明確化する。この判定を行う

にあたっては、関連する全ての事実および状況を評価しなければならない。 

修正案は、将来の課税所得が十分に利用可能であるかの評価にあたり、企業は、将来減算一時差異と、当該将来減算

一時差異の解消から生じる税務上の損金算入額を含まない将来の課税所得とを比較しなければならないことを明確にす

る。 

見解 

将来減算一時差異を将来の課税所得と比較する際に、当該将来減算一時差異による税務上の損金算入額を含める

べきか除くべきかについては不確実性がある。IASB は、減算の二重計算を防ぐために、将来の課税所得にそのよう

な税務上の損金算入額を含めないことを明確化することを提案している。 

 

発効日、移行措置およびコメント期間 

本 ED は、発効日を特定していない。IASB は、ED に対して受領したコメントの検討の一部として発効日を決定する予定

である。 



 
 

IASB は、企業は、本修正を IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」に従って遡及適用すべきことを

提案している。しかし、企業は、本修正を最初の期首の財政状態計算書に適用する際には、過去に純損益、その他の包

括利益または資本に直接認識された累積金額を修正再表示するために、利益剰余金と他の資本の構成要素の間の振

替えを行う必要はない。企業がそのような振替えを行わない場合には、その旨を開示する。初度適用企業については、

完全な遡及適用が要求される。 

本 ED に関するコメントは、2014 年 12 月 18 日が期限である。 
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